
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　福
島
県
監
査
委
員 

○
監
査
公
表                                                                   

一 
 

　
　
　
　
　
　
　福
島
県
監
査
委
員

　
　
　
　
　
　
　

 
                      

                                       

監 査 公 表 第 ３ 号  
地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2年 法 律 第 6 7 号 ） 第 2 5 2条 の 3 7 第 １ 項 の 規 定 に よ り 包 括 外 部 監 査 人 が

行 っ た 令 和 ６ 年 度 の 包 括 外 部 監 査 の 結 果 に 基 づ き 講 じ た 措 置 に つ い て 、 福 島 県 知 事 か ら
通 知 が あ っ た の で 、 同 法 第 252 条 の 38 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 公 表 す る 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 10 日  
福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

７ 人 第 2 8 9 3 号  
令 和 ８ 年 １ 月 15 日  

福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  
                                様  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

福 島 県 知 事      
令 和 ６ 年 度 包 括 外 部 監 査 の 結 果 に 基 づ く 措 置 の 状 況 に つ い て （ 通 知 ）  

こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律
第 67 号 ） 第 252 条 の 38 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ き 通 知 し ま す 。  

（ 別 紙 ）  
令 和 ６ 年 度 包 括 外 部 監 査 の 結 果 に 対 す る 措 置 の 状 況  

項 目 名 監 査 結 果 報 告 の 内 容 （ 要 旨 ） 措 置 の 内 容

募 集 に 係 る 【 指 摘 事 項 】                      指 摘 事 項 の と お り 、 福 島 県 県
条 例 の 規 定   入 居 者 の 公 募 に 関 す る ホ ー ム ペ ー  営 住 宅 等 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と
の 見 直 し に ジ や 市 町 村 広 報 誌 へ の 掲 載 は 、  い う 。 ） 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 を
つ い て     福 島 県 県 営 住 宅 等 条 例 第 ４ 条 第 １ 見 直 し 、 公 募 の 方 法 と し て ① 県
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 項 第 ５ 号 に よ る 「 県 営 住 宅 の 所 在 ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載 、 ② 市 町
報 告 書 41 頁 す る 市 町 村 の 区 域 を 管 轄 す る 福 島 村 広 報 誌 へ の 掲 載 を 追 加 す る 条

県 建 設 事 務 所 の 掲 示 板 そ の 他 適 当 例 改 正 を 令 和 ８ 年 ２ 月 議 会 に 提
な 場 所 に お け る 掲 示 」 に は 該 当 し 案 す る 。                    
な い も の と 解 さ れ る こ と か ら 、 実
態 に 合 わ せ て 条 例 の 規 定 を 見 直 す
べ き で あ る 。                  

抽 選 に お け 【 指 摘 事 項 】                      指 摘 事 項 を 踏 ま え 、 条 例 第 ７
る 当 選 率 の   入 居 者 の 選 考 に つ い て 、 福 島 県 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 住 宅
設 定 に つ い 県 営 住 宅 等 条 例 第 ７ 条 第 ２ 項 で は 、 困 窮 度 の 高 い 者 を 優 先 的 に 入 居
て          「 知 事 は 、 前 項 各 号 の い ず れ か に さ せ る 方 法 に よ り 選 考 す る こ と
（ 県 北 ・ 県 該 当 す る 申 込 者 に つ い て 住 宅 に 困 と す る 。 な お 、 現 行 方 式 に 加 え 、  
中 ・ い わ き 窮 す る 実 情 を 調 査 し 、 そ の 住 宅 困 住 宅 の 需 給 状 況 等 に よ っ て 、 他
建 設 事 務  窮 の 度 合 い を 規 則 で 定 め る 基 準 に の 方 式 に よ る 選 考 も で き る こ と
所 ）        よ り 分 類 し 、 そ れ に 応 じ て 異 な る と す る 条 例 改 正 に つ い て 、 令 和

 当 選 率 を 付 し 、 当 該 当 選 率 の 別 に ８ 年 ２ 月 議 会 に 提 案 す る 。      
報 告 書 42 頁 応 じ 、 そ れ ぞ れ 公 開 抽 選 の 方 法 に  

よ り 、 県 営 住 宅 の 入 居 予 定 者 を 決  
定 す る も の と す る 。 」 と さ れ て い  
る 。                            
  し か し 、 抽 選 に 際 し て 、 住 宅 困
窮 の 度 合 い に 応 じ た 当 選 率 の 設 定
は 行 っ て い な い 。 本 規 定 は 、 住 宅
困 窮 度 が 高 い 者 を 優 先 的 に 入 居 さ
せ る た め の 規 定 で あ る こ と か ら 、  
公 営 住 宅 の 趣 旨 を 踏 ま え て 、 本 規
定 に 基 づ き 適 切 に 運 用 す る 必 要 が
あ る 。                        

申 込 理 由 の 【 指 摘 事 項 】                      指 摘 事 項 を 踏 ま え 、 福 島 県 県
記 載 に つ い   復 興 住 宅 に 関 し て は 、 避 難 者 の 営 住 宅 等 条 例 施 行 規 則 （ 以 下 「 規  
て          他 、 支 援 対 象 者 と し て 災 害 時 浜 通 則 」 と い う 。 ） 第 ３ 条 第 ３ 項 に
（ 県 中 建 設 り 及 び 県 中 地 区 に 居 住 し て い た 者 掲 げ る 「 県 営 住 宅 等 入 居 ・ 駐 車
事 務 所 ）    で 住 宅 困 窮 者 を 対 象 に し て い る 。 場 使 用 申 込 書 （ 様 式 第 １ 号 ） 」

 そ の 際 、 「 県 営 住 宅 等 入 居 ・ 駐 車 の 申 込 み 理 由 の 記 載 欄 を 見 直 す
報 告 書 43 頁 場 使 用 申 込 書 」 の 申 込 理 由 に は 「 原  こ と と し 、 令 和 ８ 年 ３ 月 ま で に

子 力 災 害 に よ る 入 居 」 と 記 載 さ れ 規 則 を 改 正 す る 。            
て い る が 、 別 に 「 入 居 申 し 込 み 理
由 書 」 に は 本 来 の 理 由 が 記 載 さ れ
て い る 。                        
  県 に よ れ ば 、 子 ど も ・ 被 災 者 支
援 法 に 基 づ く 支 援 対 象 避 難 者 は 、
復 興 庁 及 び 国 土 交 通 省 の 通 知 に 基
づ き 、 公 営 住 宅 の 入 居 に 当 た っ て
優 先 的 な 取 扱 い を す る こ と と さ れ
て お り 、 他 の 入 居 希 望 者 と は 明 確
に 区 別 す る 必 要 が あ る た め と の こ
と で あ る 。                      
  し か し な が ら 、 他 の 入 居 希 望 者
と の 区 別 で あ れ ば 別 に 「 震 災 時 中  
通 り 又 は 浜 通 り に 居 住 」 等 の チ ェ ッ
ク マ ー ク を 付 す 等 で 対 応 可 能 で あ
る 。 実 態 と 異 な る 「 原 子 力 災 害 に
よ る 入 居 」 と わ ざ わ ざ 書 か せ る 必
要 は な い 。 「 県 営 住 宅 等 入 居 ・ 駐
車 場 使 用 申 込 書 」 の 申 込 理 由 に 本
来 の 入 居 理 由 を 記 載 さ せ る べ き で
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あ る 。                        

入 居 引 継 ぎ 【 指 摘 事 項 】                      指 摘 事 項 の と お り 処 理 す る こ
の 場 合 の 納   離 婚 ・ 死 亡 等 の 理 由 に よ り 、 当 と と し た 。                    
税 証 明 書 の 初 の 入 居 者 で は な く 同 居 人 が 入 居
入 手 に つ い を 引 継 ぐ （ 継 続 入 居 ） 場 合 に は 、
て          納 税 証 明 書 の 提 出 を 求 め て い な い 。  
（ 県 中 建 設 納 税 証 明 書 の 提 出 を 求 め る 趣 旨 は 、
事 務 所 ）    過 去 に 県 民 税 の 不 納 が な い こ と の

 確 認 で あ り 、 契 約 者 が 変 更 に な っ
報 告 書 43 頁 た 場 合 も 提 出 を 求 め る べ き で あ る 。

条 文 に つ い 【 指 摘 事 項 】                      指 摘 事 項 の と お り 、 「 別 表 第
て            福 島 県 県 営 住 宅 等 条 例 施 行 規 則 一 （ 第 四 条 関 係 ） 」 に 改 め る よ

 の 別 表 第 一 （ 第 五 条 関 係 ） は 、 令 う 、 令 和 ８ 年 ３ 月 ま で に 規 則 を
報 告 書 43 頁 和 ２ 年 の 規 則 改 正 で 旧 第 ５ 条 が 繰 改 正 す る 。                    

り 上 が り 第 ４ 条 と な っ た が 、 そ の
際 に 別 表 の 見 出 し の 改 正 を 行 わ な
か っ た も の で あ る 。 福 島 県 県 営 住
宅 等 条 例 施 行 規 則 の 別 表 第 一 （ 第
五 条 関 係 ） は 早 急 に 別 表 第 一 （ 第
四 条 関 係 ） と 修 正 す る べ き で あ る 。

収 入 申 告 に 【 指 摘 事 項 】                      指 摘 事 項 の と お り 、 県 営 住 宅
お け る 戸 籍   県 営 住 宅 家 賃 算 定 マ ニ ュ ア ル に 家 賃 算 定 マ ニ ュ ア ル を 令 和 ７ 年  
謄 本 の 提 出 お い て 、 収 入 申 告 書 類 の 審 査 に つ 12 月 に 改 定 し た 。              
に つ い て    い て の 添 付 書 類 の 確 認 と し て 、 単
（ 県 北 ・ い 身 入 居 者 、 寡 婦 、 ひ と り 親 に 該 当
わ き 建 設 事 す る 場 合 に 戸 籍 謄 本 （ 全 部 事 項 証
務 所 ）      明 書 ） を 提 出 す る こ と と な っ て い

 る 。                            
報 告 書 51 頁   し か し 、 単 身 入 居 者 に つ い て 提

出 を 受 け て い な い 。 入 居 者 に 配 布
し て い る 「 収 入 申 告 に 関 す る お 知
ら せ 」 に お い て は 、 戸 籍 謄 本 の 提
出 が 必 要 と し て い る の は 、 寡 婦 ・
ひ と り 親 に 限 ら れ て お り 、 単 身 入
居 者 で は 求 め ら れ て い な い 。 県 営
住 宅 家 賃 算 定 マ ニ ュ ア ル の 記 載 が
誤 っ て い る 場 合 は 、 修 正 す る 必 要
が あ る 。                      

業 務 仕 様 書 【 指 摘 事 項 】                      指 摘 事 項 の と お り 、 福 島 県 県
に お け る 敷   指 定 管 理 に 関 す る 基 本 協 定 書 に 営 住 宅 等 指 定 管 理 者 業 務 仕 様 書
金 等 充 当 依 附 属 す る 業 務 仕 様 書 の 「 Ⅲ 県 営 住 （ 以 下 「 仕 様 書 」 と い う 。 ） の 記
頼 書 等 の 取 宅 等 管 理 業 務 概 要 」 で 、 「 敷 金 等 載 内 容 を 令 和 ７ 年 度 に 修 正 し 、
扱 い に つ い 充 当 依 頼 書 又 は 敷 金 等 還 付 依 頼 書 「 敷 金 等 充 当 依 頼 書 」 「 敷 金 等
て          は 、 入 居 者 負 担 修 繕 の 完 了 を 確 認 還 付 依 頼 書 」 に 関 す る 記 載 を 削
（ い わ き 建 し た 後 、 県 に 送 付 す る 。 」 と あ る 。  除 し た 。                      
設 事 務 所 ）    し か し 、 「 敷 金 等 充 当 依 頼 書 」  

 「 敷 金 等 還 付 依 頼 書 」 は 作 成 さ れ  
報 告 書 56 頁 て い な い 。 業 務 仕 様 書 の 記 載 を 実  

態 に 合 わ せ て 修 正 す る 必 要 が あ   
る 。                          

破 損 箇 所 報 【 指 摘 事 項 】                      指 摘 事 項 の と お り 、 規 則 第 19
告 書 の 使 用   福 島 県 県 営 住 宅 等 条 例 第 16 条 第 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 を 見 直 し 、
に つ い て    ２ 項 で は 、 「 県 営 住 宅 の 入 居 者 は 、 「 破 損 箇 所 報 告 書 （ 様 式 第 1 2
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（ 県 中 ・ 会 前 項 に 規 定 す る 県 が 修 繕 費 用 を 負 号 ） 」 以 外 の 方 法 に よ る 報 告 も
津 若 松 ・ い 担 す べ き 施 設 に つ い て 、 当 該 住 宅 可 能 と す る よ う 令 和 ８ 年 ３ 月 ま
わ き 建 設 事 内 で 修 繕 を 要 す る と 思 わ れ る 箇 所 で に 規 則 を 改 正 す る 。          
務 所 ）      を 発 見 し た 場 合 に は 、 規 則 に 定 め

 る と こ ろ に よ り 、 知 事 に そ の 旨 を
報 告 書 59 頁 速 や か に 報 告 し 修 繕 の 要 否 に つ い

て 協 議 し な け れ ば な ら な い 。 」 と
さ れ て お り 、 福 島 県 県 営 住 宅 等 条
例 施 行 規 則 第 19 条 の ２ に お い て 、
「 条 例 第 十 六 条 第 二 項 （ 条 例 第 四
十 六 条 、 第 五 十 三 条 及 び 第 六 十 一
条 で 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 報
告 は 、 破 損 箇 所 報 告 書 （ 様 式 第 十
二 号 ） に よ り 行 わ な け れ ば な ら な
い 。 」 と さ れ て い る 。            
  し か し 、 現 状 は 入 居 者 か ら の 報
告 は 電 話 で 指 定 管 理 者 が 受 け 、 そ
の 内 容 を 修 繕 受 付 簿 に 記 録 し て お
り 、 「 破 損 箇 所 報 告 書 」 は 使 用 さ
れ て い な い 。 規 則 に 従 い 、 適 切 に
運 用 す べ き で あ る 。 ま た 、 入 居 者
か ら 書 面 で 修 繕 箇 所 に つ い て の 報
告 を 受 け る こ と が 実 務 上 困 難 な 場
合 に は 、 規 則 を 実 態 に 合 わ せ て 変
更 す る べ き で あ る 。            

保 守 管 理 業 【 指 摘 事 項 】                      指 摘 事 項 を 踏 ま え 、 保 守 管 理
務 台 帳 作 成   保 守 管 理 業 務 実 施 台 帳 に お い て  台 帳 に 記 載 し た 。 ま た 、 令 和 ７
時 の チ ェ ッ 34 条 検 査 を 実 施 し て い な い も の が 年 度 以 降 の 台 帳 作 成 に 当 た っ て
ク 体 制 構 築 あ っ た 。 保 守 管 理 業 務 仕 様 書 （ 県 は 、 複 数 の 職 員 で の チ ェ ッ ク を
に つ い て    中 ・ 県 南 地 区 ） で は 水 道 法 第 34 条 徹 底 す る こ と と し た 。          
（ 県 中 建 設 の ２ 第 ２ 項 で 定 め る 簡 易 専 用 水 道   令 和 ６ 年 度 の 検 査 は 、 令 和 ７
事 務 所 ）    施 設 検 査 は 年 １ 回 実 施 す べ き も の 年 ２ 月 28 日 に 実 施 済 で あ る 。  

 と な っ て い る が 、 桜 岡 団 地 の 19 号
報 告 書 59 頁 棟 及 び 20 号 棟 に お い て 検 査 を 実 施

し て い な か っ た 。 こ れ は 保 守 管 理
業 務 台 帳 へ の 記 載 漏 れ に よ る こ と
が 原 因 で あ り 、 台 帳 作 成 段 階 で 適
切 な チ ェ ッ ク 体 制 を 構 築 す べ き で
あ る 。                        

指 定 管 理 者 【 指 摘 事 項 】                      指 摘 事 項 の と お り 、 令 和 ７ 年
の 団 地 自 治   福 島 県 県 営 住 宅 等 指 定 管 理 者 業 度 に 仕 様 書 の 記 載 内 容 を 変 更 し 、  
会 と の 懇 談 務 仕 様 書 の 「 施 設 概 要 及 び 各 種 業 団 地 自 治 会 の 状 況 に よ っ て は 、
会 に つ い て  務 概 要 （ 会 津 地 区 ） 」 に は 、 「 懇 県 と 協 議 の 上 、 懇 談 会 以 外 の 形
（ 会 津 若 松 談 会 は 県 と 指 定 管 理 者 と の 共 催 に 式 に よ る こ と も 可 能 と し た 。  
建設事務所）  よ り 実 施 す る も の と し 、 団 地 自 治

 会 の 役 員 等 と 団 地 の 管 理 に 関 す る
報 告 書 60 頁  意 見 交 換 を 行 う 。 懇 談 会 は 、 指 定

期 間 内 に 各 団 地 １ 回 以 上 行 う も の
と し 、 日 程 及 び 懇 談 内 容 に つ い て
は 、 県 と 指 定 管 理 者 で 協 議 し 定 め
る 。 な お 、 懇 談 会 は 指 定 期 間 内 の
な る べ く 早 い 時 期 に 実 施 す る も の
と す る 。 」 と の 記 載 が あ る 。      
  県 の 担 当 者 に よ る と 、 実 際 に は
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 影 響 に よ り 、  
書 面 開 催 と な り 、 そ の 後 、 開 催 が
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５ 年 に １ 回 と な り 、 団 地 管 理 人 が
亡 く な り そ の 後 不 在 と な っ た 団 地
や 、 団 地 自 治 会 が 事 実 上 消 滅 し て
い る 団 地 が 生 じ 、 令 和 ６ 年 ３ 月 時
点 で 会 津 若 松 建 設 事 務 所 が 管 理 し
て い る 県 営 団 地 等 に お い て 懇 談 会
は 実 施 さ れ て い な い 。 懇 談 会 の 必
要 性 を 再 考 し 、 懇 談 会 が 必 要 な い
の で あ れ ば 仕 様 書 を 変 更 す る べ き
で あ る 。                      

保 守 管 理 業 【 指 摘 事 項 】                      指 摘 事 項 の と お り 、 令 和 ８ 年
務 実 施 計 画   福 島 県 県 営 住 宅 等 指 定 管 理 者 業 度 か ら 、 基 本 協 定 で 規 定 す る 事
書 の 提 出 に 務 仕 様 書 に お い て 、 保 守 管 理 業 務 業 計 画 書 と 、 仕 様 書 で 規 定 す る
つ い て      に つ い て 「 業 務 実 施 計 画 書 を 業 務 業 務 実 施 計 画 書 と は 、 明 確 に 区
（ い わ き 建 実 施 前 に 作 成 し 、 県 に 提 出 す る こ 分 し て 提 出 を 求 め る こ と と し た 。  
設 事 務 所 ）  と 」 と さ れ て い る 。               

   し か し 、 指 定 管 理 者 か ら 業 務 実
報 告 書 61 頁 施 計 画 書 の 提 出 が 行 わ れ て い な い 。  

指 定 管 理 者 は 、 仕 様 書 に お い て 実
施 計 画 書 記 載 内 容 と し て 定 め ら れ
て い る 事 項 に つ い て 、 業 務 実 施 計
画 書 を 作 成 し 、 提 出 す る と と も に 、
県 に お い て は 必 要 書 類 の 提 出 状 況
等 の 管 理 を 適 切 に 行 う 必 要 が あ る 。  
  な お 、 指 定 管 理 者 か ら は 業 務 実
施 計 画 書 記 載 内 容 に 相 当 す る 内 容
が 記 載 さ れ た 「 事 業 計 画 書 」 の 提
出 を 受 け て い る と い う 事 で あ っ た 。  
業 務 効 率 化 の 観 点 か ら は 重 複 す る
内 容 の 書 類 提 出 は 不 要 と 考 え る が 、
書 類 名 や 項 目 立 て が 異 な る た め 、
実 態 に 即 し て 仕 様 書 の 記 載 内 容 を
変 更 す る 必 要 が あ る 。          

業 務 仕 様 書 【 指 摘 事 項 】                      指 摘 事 項 の と お り 、 令 和 ７ 年
に お け る 点   指 定 管 理 に 関 す る 基 本 協 定 書 に 度 に 、 保 守 管 理 業 務 仕 様 書 と 保
検 実 施 回 数 附 属 す る 保 守 管 理 業 務 仕 様 書 の 給 守 管 理 業 務 実 施 台 帳 と の 整 合 を
の 記 載 に つ 水 施 設 保 守 点 検 、 給 水 施 設 清 掃 ・ 十 分 確 認 し 、 仕 様 書 の 記 載 内 容
い て        水 質 検 査 で 示 さ れ て い る 実 施 回 数 を 修 正 し た 。                
（ い わ き 建 と 、 仕 様 書 別 紙 の 保 守 管 理 業 務 実
設 事 務 所 ）  施 台 帳 の 団 地 毎 の 実 施 回 数 が 相 違

 し て い る 。                      
報 告 書 62 頁   実 態 に 合 わ せ て 業 務 仕 様 書 の 記

載 を 修 正 す る 必 要 が あ る 。      

（柴宮団地） 【 指 摘 事 項 】                      緑 地 、 公 園 の 草 む ら 化 や 砂 場
緑 地 ・ 公 園   業 務 仕 様 書 に よ れ ば 、 高 木 ・ 中 の 砂 の 入 換 え に つ い て は 、 令 和
の 管 理 等 に 木 の 剪 定 、 寄 木 の 刈 込 、 木 及 び 生 ８ 年 度 か ら 、 必 要 に 応 じ て 県 が
つ い て      垣 支 柱 の 撤 去 は 指 定 管 理 者 の 業 務 対 応 す る こ と と し た 。          
（ 県 中 建 設 と な っ て い る 。 一 方 、 県 営 住 宅 入   ま た 、 緑 地 ・ 公 園 の 縮 小 に つ
事 務 所 ）    居 の し お り に よ る と 、 低 木 及 び 草 い て は 、 令 和 ８ 年 度 に 予 定 し て

 む し り 等 は 居 住 者 に 依 頼 し て い る 。  い る 「 福 島 県 県 営 住 宅 等 長 寿 命
報 告 書 71 頁   現 地 視 察 し た 結 果 、 一 部 団 地 の 化 計 画 」 の 改 定 作 業 の 中 で 検 討

緑 地 、 公 園 が 草 む ら 化 し て お り 、 す る 。                      
低 木 も 中 木 ・ 高 木 に な っ て い る 場
所 が 散 見 さ れ た 。 現 状 の 居 住 者 に
は 高 齢 者 や 障 害 者 も 多 く 、 も は や
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低 木 で は な く な り 草 む ら 化 し て い
る 公 園 等 を 居 住 者 が 独 自 で 刈 り 取
る こ と は 困 難 で あ る と 思 わ れ る 。
所 有 者 で あ る 県 は 、 こ れ ら の 管 理
を 指 定 管 理 の 業 務 に 含 め る 等 早 急
な 対 応 が 必 要 で あ る 。 ま た 、 入 居
の し お り に よ れ ば 、 公 園 等 の 砂 場
の 砂 の 入 換 え も 居 住 者 が 行 う と あ
る が 、 少 子 高 齢 化 の 中 、 居 住 者 の
管 理 と す る の は 現 実 的 で は な く 、
所 有 者 で あ る 県 は 現 実 に あ っ た 対
応 を と る べ き で あ る 。 居 住 者 の 現
状 ・ 負 担 を 考 え 、 緑 地 ・ 公 園 の 縮
小 も 検 討 す る べ き で あ る 。      

（ 監 査 総 務 課 ）  
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